
（参考） 地域建設業経営強化融資制度 
○金融機関が優良な資産と評価する公共工事請負代金債権を担保に、簡易・迅速に融資を実行。 
○工事の出来高を超えた未完成部分を含め融資を実行。 

 
 

 

金 

⑥工事代金

公共工事等発注者 保証事業会社 

⑤ー１債務保証 

相談窓口 

 

融 
 

機

①債権譲渡の 
 申請 

⑥工事代金
 の支払 

連
携 ②債権譲渡の 

 承諾 

機 
 

関
③工事請負代金債権の譲渡

④ ー １ 転 貸
資金の調達

⑤ー２融資 

（財）建設業振興基金

地域建設企業 
③工事請負代金債権の譲渡

④ー３転貸融資 

    事業協同組合等 
     又は 
  一定の民間事業者 

④－２ 

債務保証 

資金の調達 

  相談窓口 

（財）建設業振興基金 

 建設企業の負担する金利・事務経費等について助成 

○建設企業の負担する調達金利について、融資実績 ５ ９３１件
 １．２％を上限に助成         
○事業協同組合等の実施する出来高査定 
 等の事務経費を１５万円を上限に助成 

融資実績   ５，９３１件
    １，４０６億円 

（平成２０年度～平成２３年１月末） 


